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（新聞紙）

（ごみと資源物の分別方法）

（食品トレイ）

（生ごみ）

（蛍光管）

（金属製品）

（重要）

（（8時30分までに、決められた日・場所にごみを出してください））

（祝日も収集します）

（紙やプラスチック類を燃やせるごみとして出さないで下さい）

（金属をふくむ製品） （ガラス製品・陶磁器）

（乾電池） （ライター類）
（スプレー缶）

（充電式小型家電）

（モバイルバッテリー）（モバイルバッテリー）
（水銀式体温計・血圧計）（水銀式体温計・血圧計）

（靴・スリッパ） （宅配ピザ容器） （枝木） （紙オムツ）

（ビニール袋） （プラスチック製の食品容器）

（びん） （缶）
（ペットボトル）（ペットボトル）

（ダンボール） （牛乳パック） （布・衣類）

（月 1回）

（月 2回）

（水曜日）

（月 1回）

（月 1回）

（週 2回）

（雑誌・雑紙）
（
資
源
）

（
紙
・
布
・
衣
類
の
出
し
方
）

（
び
ん
・
缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
出
し
方
）

（
可
燃
ご
み
の
出
し
方
）

（
粗
大
ご
み
の
出
し
方
）

（
不
燃
ご
み
の
出
し
方
）

（
有
害
ご
み
の
出
し
方
）

（
可
燃
ご
み
）

（
有
害
ご
み
）

（
不
燃
ご
み
）

（裏表紙の収集スケジュールを参照し、曜日を書いて下さい）

  栗橋地区、鷲宮地区

（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
）

（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
の
出
し
方
）



可再利用资源
　  纸类·布类等的扔出方法

（リサイクル可能なごみ）

（紙と衣類）

（新聞紙）

（牛乳パック） （雑誌・雑紙）

（洗う）

（切り開く）

（乾かす）

（しばってたばねる）

（ダンボール）

（布・衣類）

（古衣料）

（布）

（シーツ、タオル、カーテン、レースのカーテン、毛布）

（金属とプラスチックの部分を分離させる）

（出せないもの）（例）

（シュレッダーされた紙）

（強いにおいの箱）

（はんてん、柔道着、帽子、手袋）

（感熱紙）

（FAX用紙）

（カーボン紙）

（油や食べ物が付着
しているもの）

（使用済ティッシュペーパー）

（内部が銀色の飲料パック）

（寝具、じゅうたん、カーペット）

（油紙、紙コップ、写真、ステッカー）

（銀色）

（これらはリサイクルできないものです。可燃ごみで出して下さい）

（ビニール部分を分離させる）

（別々に分けてヒモでしばってたばねる）

（雨の日は基本的に出さないでください
もし出す場合はビニール袋に入れてください）

（小さな紙類は封筒や雑誌にはさむ）



可再利用资源
 瓶· ·塑料瓶的扔出方法

農薬

（リサイクルできるもの）

（フタをはずし水で内部を洗う）

（びん・缶・ペットボトルの出し方）

（びん・缶・ペットボトルの出し方）

（びん）

（缶）

（飲料缶）

（ペットボトル）

（ペットボトルの出し方）

（ペットボトルのマーク）

（出せないもの）（例）

（18リットル缶）

（化粧品のびん）

（農薬のびん） （プラスチック製のソース容器）

（スプレー式の殺虫剤）

（スプレー缶）

（プラスチック製の油容器）

（プラスチック製のフタ）

（洗剤の容器）

（ガラス製品）

（スプレーでない殺虫剤）

（機械油缶）

（塗料缶）

（不燃ごみ） （有害ごみ）

（フタとラベルをはずす） （中をすすぐ） （つぶす）

（ジュース） （お酒）

（プラスチック製のフタはプラスチック類）

（フタとラベルを取り外す）

（金属製のフタは不燃ごみ）

（びん・缶：黄色のネットまたはカゴに入れる）

（ペットボトル：青色のネットに入れる）

（プラスチック製容器包装）

（ビタミンドリンク）



塑料制容器包装的扔出方法
透 明 袋

指 定 袋

半 透 明 袋

（透明袋）

（半透明袋）

（指定袋）

（（プラスチック製容器包装の出し方）

（食品トレイ）

（例）

（出せないもの）（例）

（アルミ製品）

（電化製品） （金属部分を有するもの）

（わりばし）

（ビデオテープ）

（紙製容器）
（じゅうたん、カーペット）

（可燃ごみ）

（生ごみ）

（不燃ごみ）

（豆腐の容器）

（お菓子の袋） （プラスチックのフタ）

（インスタント麺の容器）

（ラップ）

（食品容器）

（ソースの容器）（シャンプーの容器） （レトルトパック） （レジ袋）

（卵のパック）

（右のマークがあるもの）
（プラスチック製の油容器）

（残り物を取り除く） （二重袋は禁止）

（プラスチック製のバケツ、洗面器）



塑料制容器包装的扔出方法
透 明 袋

指 定 袋

半 透 明 袋

（透明袋）

（半透明袋）

（指定袋）

（（プラスチック製容器包装の出し方）

（食品トレイ）

（例）

（出せないもの）（例）

（アルミ製品）

（電化製品） （金属部分を有するもの）

（わりばし）

（ビデオテープ）

（紙製容器）
（じゅうたん、カーペット）

（可燃ごみ）

（生ごみ）

（不燃ごみ）

（豆腐の容器）

（お菓子の袋） （プラスチックのフタ）

（インスタント麺の容器）

（ラップ）

（食品容器）

（ソースの容器）（シャンプーの容器） （レトルトパック） （レジ袋）

（卵のパック）

（右のマークがあるもの）
（プラスチック製の油容器）

（残り物を取り除く） （二重袋は禁止）

（プラスチック製のバケツ、洗面器）

可燃垃圾的扔出方法
（可燃ごみの出し方）

（例）

（吸い殻） （卵の殻） （貝がら）

（まくら） （防虫剤）

（履物）

（油を固めるまたは
  布や紙にしみこま
  せる）

（アルバム）

（CD、DVD、FD、MD、ビデオテープ他）

（使いすてカイロ）

（調理油）

（保冷剤） （衛生用品）

（草）（土をとる）

（ボール）（空気を抜く）

（ぬいぐるみ）（30cm以下）

（生ごみ）

（使いすておむつ）

（指定袋は不要です）

（枝木）

（お願い）

（紙、プラスチック類はリサイクル
  可能な資源です）

（ごみを分別することは
環境保護になります。
ご協力お願いします）

（久喜市が「燃やせる」と決めたごみ）

（長さ30cm、太さ6cm以下に切って束ねてください）

（可燃ごみは指定袋に入れて出してください。紙袋やダンボール箱
に入ったものは収集しません）

指定袋指定袋



透 明 袋

半 透 明 袋

久喜市規定為「不可燃垃圾」的垃圾

不可燃垃圾的扔出方法

有害垃圾的扔出方法

農薬

（不燃ごみの出し方）

（久喜市が「燃やせない」と決めたごみ）

（金属製品、金属部品を使っているもの、ガラス製品、陶磁器）

（陶磁器）

（小型電化製品）

（鏡）

（掃除機）（包丁）（カミソリ）

（金属製のおもちゃ）

（カサ）

（※指定袋は不要、たばねてしばる）

（18リットル缶）

（造花）

（有害ごみの出し方）

（蛍光管）

（スプレー缶、ガス缶）

（充電式小型家電）

（ガスは使い切る。
危ないので容器に穴をあけないで）

（ライター類）

（乾電池） （モバイルバッテリー等） （水銀式体温計・血圧計） （白熱電球は不燃ごみ）

（電気毛布、電気カーペット）

（浄水器のフィルター）
（のりの缶） （食用油の缶） （缶詰の缶）

（ブラシ）

（スプレー缶は有害ごみ）

（透明袋）

（半透明袋）

（電話機） （時計） （洗濯バサミ）

（インスタントコーヒのびん）

（アルミ製品）（ガスコンロ） （電球）
（植木鉢）

（ラジカセ）

（掃除機）

（ミニステレオ）
（化粧品のびん、農薬のびん）

（なべ）　　   　（やかん） （フライパン） （ガラス製品） （工具）

（
電
池
を
と
り
は
ず
す
）

指定袋指定袋



透 明 袋

半 透 明 袋

久喜市規定為「不可燃垃圾」的垃圾

不可燃垃圾的扔出方法

有害垃圾的扔出方法

農薬

（不燃ごみの出し方）

（久喜市が「燃やせない」と決めたごみ）

（金属製品、金属部品を使っているもの、ガラス製品、陶磁器）

（陶磁器）

（小型電化製品）

（鏡）

（掃除機）（包丁）（カミソリ）

（金属製のおもちゃ）

（カサ）

（※指定袋は不要、たばねてしばる）

（18リットル缶）

（造花）

（有害ごみの出し方）

（蛍光管）

（スプレー缶、ガス缶）

（充電式小型家電）

（ガスは使い切る。
危ないので容器に穴をあけないで）

（ライター類）

（乾電池） （モバイルバッテリー等） （水銀式体温計・血圧計） （白熱電球は不燃ごみ）

（電気毛布、電気カーペット）

（浄水器のフィルター）
（のりの缶） （食用油の缶） （缶詰の缶）

（ブラシ）

（スプレー缶は有害ごみ）

（透明袋）

（半透明袋）

（電話機） （時計） （洗濯バサミ）

（インスタントコーヒのびん）

（アルミ製品）（ガスコンロ） （電球）
（植木鉢）

（ラジカセ）

（掃除機）

（ミニステレオ）
（化粧品のびん、農薬のびん）

（なべ）　　   　（やかん） （フライパン） （ガラス製品） （工具）

（
電
池
を
と
り
は
ず
す
）

指定袋指定袋

鷲宮地区 栗橋地区

Family Mart Washinomiya-Higashi-Owa Higashi-Owa 129-1 Beisia Kurihashi store Kurihashi-Higashi
                        6-15-1

JA Saitama Mizuho  Sakurada Branch Higashi-Owa 441 Seven-Eleven Kuki Minami-Kurihashi 1 Minami-Kurihashi 1-9-6

Lawson Kuki Ueuchi Ueuchi 321-1 Daily Yamazaki JR Kurihashieki-Nishiguchi Isaka-kita 1-1-1

Kaneju Main Store Washimiya Store Ueuchi 478
Washimiya housing complex 2-1-101 JA Saitama Mizuho Kurihashi Branch Magama 290

Seven-Eleven Kuki Ueuchi-Nishi Ueuchi 1912-1 Seven-Eleven Kuki Minami-Kurihashi 7 Minami-Kurihashi 
7-2-19

Family Mart Washinomiya Kami-Arai Washinomiya 708-1 Family Mart Kurihashi-Magama Magama 135

Seven-Eleven Kuki Higashi-Washinomiya-Ekimae Sakurada 1-3-3 Day Service Mameha Kurihashi-Chuo 2-6-14

Seven-Eleven Washinomiya Sakurada 2 Sakurada 2-133-27

Seven-Eleven Kuki Higashi-Washinomiya Nishi-Owa 374-8

Lawson Kuki Kuzume 2 Kuzume 2-1-1

Kasumi Washinomiya Store Washinomiya-
Chuo 1-14-14

Seven-Eleven Kuki-Washinomiya 5 Washinomiya 5-14-3

Aitake Liquor Shop Kuzume 9-1

New Yamazaki Daily Store Washinomiya-Eki Higashiguchi Washinomiya-
Chuo 1-3-1

大型垃圾的扔出方法（粗大ごみの出し方）

（粗大ごみ収集の手順）

（45リットルごみ袋に入らないもの）

（電話で予約する。５個まで予約できます） （粗大ごみ処理券を販売店で買う。1枚 550円） （処理券を貼って出す）

（自転車）

（例）

（タンス） （スキー板） （ソファー）

（スプリングマットレス）

（イス）
（机） （棚）

（テーブル）

（電子レンジ）

（粗大ごみ処理券販売店）

（粗大ごみ処理券が必要です）



可
燃
垃
圾

塑
料
瓶
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源

瓶
·
罐
头

可
再
利
用
資
源

塑
料
制
容
器
及
包
裝
 

可
再
利
用
資
源

扱
紙

紙
箱

紙
盒

卆
志
卆
紙

有
害
垃
圾

不
可
燃
垃
圾

旧
衣
类

A
 片

星
期
一

＆

星
期
四

毎
週
２
次

星
期
五

毎
週
１
次

第
一
·
第
三
  星
期
五

毎
月
２
次

星
期
三

毎
週
１
次

第
一
·
第
三
 星
期
五

毎
月
２
次

第
一
·
第
三
 星
期
二

毎
月
２
次

第
二
·
第
四
 星
期
二

毎
月
２
次

第
二
·
第
四
 星
期
五

毎
月
２
次

第
四
 星
期
二

毎
月
１
次

第
二
 星
期
二

毎
月
１
次

C
 片

第
二
·
第
四
  星
期
五

毎
月
２
次

第
二
 星
期
二

毎
月
１
次

第
四
 星
期
二

毎
月
１
次

B 
片

星
期
二

＆

星
期
五

毎
週
２
次

星
期
四

毎
週
１
次

第
一
·
第
三
 星
期
四

毎
月
２
次

星
期
三

毎
週
１
次

第
一
·
第
三
 星
期
四

毎
月
２
次

第
一
·
第
三
 星
期
一

毎
月
２
次

第
二
·
第
四
 星
期
一

毎
月
２
次

第
二
·
第
四
 星
期
四

毎
月
２
次

第
四
 星
期
一

毎
月
１
次

第
二
 星
期
一

毎
月
１
次

D
 片

第
二
·
第
四
  星
期
四

毎
月
２
次

第
二
 星
期
一

毎
月
１
次

第
四
 星
期
一

毎
月
１
次

可
燃
垃
圾

塑
料
瓶

可
再
利
用
資
源

瓶
·
罐
头

可
再
利
用
資
源

塑
料
制
容
器
及
包
裝
 

可
再
利
用
資
源

扱
紙

紙
箱

紙
盒

卆
志
卆
紙

有
害
垃
圾

不
可
燃
垃
圾

旧
衣
类

E 
片

星
期
一

＆

星
期
四

毎
週
２
次

星
期
二

毎
週
１
次

第
一
·
第
三
 星
期
二

毎
月
２
次

星
期
三

毎
週
１
次

第
一
·
第
三
 星
期
二

毎
月
２
次

第
一
·
第
三
 星
期
五

毎
月
２
次

第
二
·
第
四
 星
期
五

毎
月
２
次

第
二
·
第
四
 星
期
二

毎
月
２
次

第
四
 星
期
五

毎
月
１
次

第
二
 星
期
五

毎
月
１
次

G
 片

第
二
·
第
四
 星
期
二

毎
月
２
次

第
二
 星
期
五

毎
月
１
次

第
四
 星
期
五

毎
月
１
次

F 
片

星
期
二

＆

星
期
五

毎
週
２
次

星
期
一

毎
週
１
次

第
一
·
第
三
 星
期
一

毎
月
２
次

星
期
三

毎
週
１
次

第
一
·
第
三
 星
期
一

毎
月
２
次

第
一
·
第
三
 星
期
四

毎
月
２
次

第
二
·
第
四
 星
期
四

毎
月
２
次

第
二
·
第
四
 星
期
一

毎
月
２
次

第
四
 星
期
四

毎
月
１
次

第
二
 星
期
四

毎
月
１
次

H
 片

第
二
·
第
四
 星
期
一

毎
月
２
次

第
二
 星
期
四

毎
月
１
次

第
四
 星
期
四

毎
月
１
次

鷲
宮
地
区

栗
橋
地
区

（
燃
え
る
ご
み
）

（
燃
え
る
ご
み
）

（
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
）

（
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
）

（
び
ん
・
缶
）

（
び
ん
・
缶
）

（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
）

（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
）

（
新
聞
紙
）

（
新
聞
紙
）

（
ダ
ン
ボ
ー
ル
）

（
ダ
ン
ボ
ー
ル
）

（
布
・
衣
類
）

（
布
・
衣
類
）

（
雑
誌
・
雑
紙
）

（
雑
誌
・
雑
紙
）

（
有
害
ご
み
）

（
有
害
ご
み
）

（
不
燃
ご
み
）

（
不
燃
ご
み
）

（
牛
乳
パ
ッ
ク
）

（
牛
乳
パ
ッ
ク
）

（
毎
週
 月
・
木
） 

（
毎
週
 金
曜
日
） 

（
毎
週
 水
曜
日
） 

（
毎
週
 水
曜
日
） 

（
毎
週
 水
曜
日
） 

（
毎
週
 水
曜
日
） 

（
第
1・
第
3 
金
曜
日
） 

（
第
1・
第
3 
金
曜
日
） 

（
第
1・
第
3 
金
曜
日
） 

（
第
1・
第
3 
木
曜
日
） 

（
第
1・
第
3 
木
曜
日
） 

（
第
1・
第
3 
木
曜
日
） 

（
第
2・
第
4 
木
曜
日
） 

（
第
2・
第
4 
木
曜
日
） 

（
第
1・
第
3 
火
曜
日
） 

（
第
1・
第
3 
火
曜
日
） 

（
第
1・
第
3 
火
曜
日
） 

（
第
1・
第
3 
月
曜
日
） 

（
第
1・
第
3 
月
曜
日
） 

（
第
1・
第
3 
月
曜
日
） 

（
第
2・
第
4 
月
曜
日
） 

（
第
2・
第
4 
火
曜
日
） 

（
第
2・
第
4 
木
曜
日
） 

（
第
2・
第
4 
火
曜
日
） 

（
第
2・
第
4 
月
曜
日
） 

（
第
2・
第
4 
火
曜
日
） 

（
第
2・
第
4 
金
曜
日
） 

（
第
2・
第
4 
月
曜
日
） 

（
第
2・
第
4 
金
曜
日
） 

（
第
2・
第
4 
金
曜
日
） 

（
第
4 
火
曜
日
） 

（
第
4 
金
曜
日
） 

（
第
4 
月
曜
日
） 

（
第
4 
木
曜
日
） 

（
第
2 
月
曜
日
） 

（
第
2 
木
曜
日
） 

（
第
2 
火
曜
日
） 

（
第
2 
金
曜
日
） 

（
第
2 
火
曜
日
） 

（
第
2 
金
曜
日
） 

（
第
2 
月
曜
日
） 

（
第
2 
木
曜
日
） 

（
第
4 
月
曜
日
） 

（
第
4 
木
曜
日
） 

（
第
4 
火
曜
日
） 

（
第
4 
金
曜
日
） 

（
毎
週
 火
曜
日
） 

（
毎
週
 月
曜
日
） 

（
毎
週
 木
曜
日
） 

（
毎
週
 月
・
木
） 

（
毎
週
 火
・
金
） 

（
毎
週
 火
・
金
） 


